
「こども未来戦略」 概要

参考資料２



全ての子育て家庭を対象とした保育の拡充
～「こども誰でも通園制度（仮称）」の創設～

○ こどもが家庭とは異なる経験や家族以外の人と関わる機会

○ 孤立感や不安感を抱える保護者の負担感の軽減

○ 保育者からこどもの良いところや成長等を伝えられることで、こどもと保護者の関係性にも良い効果

○ 給付制度とすることで制度利用のアクセスが向上

○ 利用状況を自治体が把握でき支援が必要な家庭の把握などにつながる
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【本格実施に向けたスケジュール】

令和５年度～

○ 制度の本格実施を見据えた試行的事業（※）
・150自治体程度を想定
・補助基準上一人当たり「月10時間」を上限

令和７年度

○ 法律上制度化し、実施自治体数を拡充
・法律の地域子ども・子育て支援事業の一つ
として位置づけ

令和８年度

○ 法律に基づく新たな給付制度
・全自治体で実施（※）
・国が定める月一定時間までの利用枠

【子ども・子育て支援法等の改正イメージ（次期通常国会に提出予定）】

○ 現行の幼児教育・保育給付とは別に、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな

通園給付（「こども誰でも通園制度（仮称）」）を創設する。

○ 2025年度に子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として制度化し、2026年度から子ども・子育て支援法に

基づく新たな給付として全国の自治体においてこども誰でも通園制度（仮称）を実施できるよう、所要の法案を次期通常国会に提出する。

検討の方向性

（※）人材確保などの課題があり、令和８年度から国が定める月
一定時間の利用可能枠での実施が難しい自治体においては、
国が定める月一定時間の利用可能枠の範囲内で利用可能枠
を設定することを可能とする経過措置を設ける。

（令和８・９年度の２年間の経過措置）

○ 現行の「子どものための教育・保育給付」とは別に、新たに「○○給付」を創設する。

○ 利用対象者は、満３歳未満で保育所等に通っていないこども（※）とし、月一定時間までの利用可能枠の中で利用が可能。
（※）０歳６か月までは制度として伴走型相談支援事業等があることや、多くの事業所で０歳６か月以前から通園の対象とするということはこどもの安全

を確保できるのか十分留意が必要になるなどの課題があり、０歳６か月から満３歳未満を基本的に想定。

○ 本制度を行う事業所について、市町村による指定（認可・確認）の仕組み、市町村による指導監査、勧告等を設けることとする。 等

制度の意義

（※）補正予算で前倒しし、今年度中の開始も可能となるよう支援

令和５年12月11日
第８回こども未来戦略会議
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こども未来戦略
～ 次 元 の 異 な る 少 子 化 対 策 の 実 現 の た め の 「 こ ど も 未 来 戦 略 」 の 策 定 に 向 け て 」 ～ （ 抄 ）

Ⅱ こども・子育て政策の強化：3つの基本理念
２．３つの基本理念

（１）若い世代の所得を増やす

（２）社会全体の構造・意識を変える

（３）全てのこども・子育て世帯を切れ目なく支援する

○ 第三に、様々なこども・子育て支援に関しては、親の就業形態にかかわらず、どのような家庭状況にあっても分け隔てなく、ライフ
ステージに沿って切れ目なく支援を行い、多様な支援ニーズにはよりきめ細かい対応をしていくこと、すなわち「全ての こども・子育
て世帯を切れ目なく支援すること」が必要である。

○ これまでも保育所の整備、幼児教育・保育の無償化など、こども・子育て政策を強化してきたが、この10年間で社会経済情勢は大き
く変わるとともに、今後、取り組むべきこども・子育て支援の内容も変化している。

○ 具体的には、経済的支援の拡充、社会全体の構造・意識の改革に加え、こども・子育て支援の内容についても、

・ 親が働いていても、家にいても、全ての子育て家庭を等しく支援すること

・ 幼児教育・保育について、量・質両面からの強化を図ること、その際、待機児童対策などに一定の成果が見られたことも踏まえ、
量の拡大から質の向上へと政策の重点を移すこと

・ これまで比較的支援が手薄だった、妊娠・出産期から０～２歳の支援を強化し、妊娠・出産・育児を通じて、全ての子育て家庭の
様々な困難・悩みに応えられる伴走型支援を強化するなど、量・質両面からの強化を図ること

・ 貧困の状況にあるこどもや虐待を受けているこども、障害のあるこどもや医療的ケアが必要なこども、ヤングケアラー、社会的養
護の下で暮らすこども、社会的養護経験者（いわゆるケアリーバー）、ひとり親家庭のこどもなど、多様な支援ニーズを有するこど
も・若者や、これらのこどもの家庭に対してよりきめ細かい対応を行うこと

などが必要となっている。

○ こうした観点から、こども・子育て支援に関する現行制度全体を見直し、全てのこども・子育て世帯について、親の働き方やライフス
タイル、こどもの年齢に応じて、切れ目なく必要な支援が包括的に提供されるよう、「加速化プラン」で掲げる各種施策に着実に取り組
むとともに、「総合的な制度体系」を構築することを目指していく。

○ また、「総合的な制度体系」を構築する際に重要なことは、伴走型支援・プッシュ型支援への移行である。従来、当事者からの申請に
基づいて提供されてきた様々な支援メニューについて、行政が切れ目なく伴走する、あるいは支援を要する方々に行政からアプローチす
る形に、可能な限り転換していくことが求められる。
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こども未来戦略
～ 次 元 の 異 な る 少 子 化 対 策 の 実 現 の た め の 「 こ ど も 未 来 戦 略 」 の 策 定 に 向 け て 」 ～ （ 抄 ）

○ さらに、制度があっても現場で使いづらい・執行しづらいという状況にならないよう、「こども政策DX」を推進し、プッシュ型通知
や、デジタル技術を活用した手続等の簡素化、データ連携などを通じ、子育て世帯等の利便性向上や健康管理の充実、子育て関連事業
者・地方自治体等の手続・事務負担の軽減を図る。なお、こうした「こども政策DX」に積極的に取り組み、各制度の実施に当たっては
DXによる効率的な実施を基本とするとともに、関係データの連携、そのデータの利活用を図ることは、Ⅳ．で掲げるPDCAの推進のた
めにも重要と考えられる。

○ また、全国それぞれの地域社会において、地域の実情に応じた包括的な支援が提供されるよう、国と地方自治体が連携して、こども・
子育て支援の強化を図っていく必要がある。その際には、地域ごとの多様なニーズに対して、幼児教育・保育事業者はもとより、企業や
NPO・NGO、ボランティア団体、地域住民などの多様な主体の参画の下で、それぞれの地域が有する資源を最大限に活用しながら、こ
ども・子育て世帯を地域全体で支えるための取組を促進していくことが重要である。
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Ⅲ 「加速化プラン」 ～今後３年間の集中的な取組～
Ⅲー１. 「加速化プラン」において実施する具体的な施策
２．全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充
（２）幼児教育・保育の質の向上 ～75年ぶりの配置基準改善と更なる処遇改善～

○ 待機児童対策の推進により量の拡大は進んだものの、一方で、昨今、幼児教育・保育の現場でのこどもをめぐる事故や不適切な対応事案
などにより子育て世帯が不安を抱えており、安心してこどもを預けられる体制整備を急ぐ必要がある。

○ このため、保育所・幼稚園・認定こども園の運営費の基準となる公定価格の改善について、公的価格評価検討委員会中間整理（2021年
12月）を踏まえた費用の使途の見える化を進め、保育人材確保、待機児童解消その他関連する施策との関係を整理しつつ、取組を進める。

○ 具体的には、「社会保障と税の一体改革」以降積み残された１歳児及び４・５歳児の職員配置基準については、
① 2024年度から、制度発足以来75年間一度も改善されてこなかった４・５歳児について、30対１から25対１への改善を図り、それに

対応する加算措置を設ける。また、これと併せて最低基準の改正を行う（経過措置として当分の間は従前の基準により運営することも
妨げない。）。

② 2025年度以降、１歳児について、保育人材の確保等の関連する施策との関係も踏まえつつ、加速化プラン期間中の早期に６対１から
５対１への改善を進める。

○ また、保育士等の処遇改善については、令和５年人事院勧告を踏まえた対応を実施するとともに、民間給与動向等を踏まえた更なる処遇
改善を進める。

○ くわえて、費用の使途の見える化に向けて、事業者が施設ごとの経営情報等を都道府県知事に報告することを求めるとともに、報告され
た経営情報等の分析結果等の公表を都道府県知事に求めること等を法定化する。

（３）全ての子育て家庭を対象とした保育の拡充～「こども誰でも通園制度（仮称）」の創設～
○ ０～２歳児の約６割を占める未就園児を含め、子育て家庭の多くが「孤立した育児」の中で不安や悩みを抱えており、支援の強化を求め

る意見がある。全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方や
ライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労
要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付（「こども誰でも通園制度（仮称）」）を創設する。

○ 具体的には、2025年度に子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として制度化し、実施自治体の増加を図った上で、
2026年度から子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として全国の自治体において「こども誰でも通園制度（仮称）」を実施できるよ
う、所要の法案を次期通常国会に提出する。

○ 2025年度からの制度化に向けて、2023年度から本格実施を見据えた試行的事業の開始を可能とすることとし、2024年度も含めた試行
的事業の実施状況を踏まえつつ、制度実施の在り方について検討を深める。

○ 病児保育の安定的な運営を図る観点から、病児保育に係る保育士等の職務の特殊性等を踏まえた基本分単価の引上げ等を、2024年度か
ら行う。 4

こども未来戦略
～ 次 元 の 異 な る 少 子 化 対 策 の 実 現 の た め の 「 こ ど も 未 来 戦 略 」 の 策 定 に 向 け て 」 ～ （ 抄 ）
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Ⅲ 「加速化プラン」 ～今後３年間の集中的な取組～

Ⅲー２. 「加速化プラン」を支える安定的な財源の確保
○ Ⅲ－１．の１．～４．で掲げた給付面の改革や意識改革と並行して、次のような財政面の改革に取り組む。
（見える化）
○ こども家庭庁の下に、2025年度に、こども・子育て支援特別会計（いわゆる「こども金庫」）を創設し、既存の（特別会計）事業を統
合しつつ、こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進める。

（予算規模）
○ 「加速化プラン」の予算規模は、各年度の予算編成を通じて決定されていくこととなるが、現時点の見込みでは、

１．ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化や若い世代の所得向上に向けた取組 1.7兆円程度
２．全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充 1.3兆円程度
３．共働き・共育ての推進 0.6兆円程度
全体として3.6兆円程度の充実となる。

○ 2030年代に入るまでの少子化対策のラストチャンスを逃さないよう、徹底した歳出改革等や構造的賃上げ・投資促進の取組を複数年に
わたって先行させつつ、「加速化プラン」の大宗を３年間（2026年度まで）で実施する。

（財源の基本骨格）
① 財源については、国民的な理解が重要である。既定予算の最大限の活用等を行うほか、2028年度までに徹底した歳出改革等を行い、そ
れによって得られる公費節減の効果及び社会保険負担軽減の効果を活用する。歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果
27を生じさせ、その範囲内で支援金制度を構築することにより、実質的な負担が生じないこととする。
「加速化プラン」の実施が完了する2028年度までに、②の既定予算の最大限の活用等、③の歳出改革による公費節減及び支援金制度の構

築により、3.6兆円程度の安定財源を確保する28。
なお、消費税などこども・子育て関連予算充実のための財源確保を目的とした増税は行わない。

※27 高齢化等に伴い、医療・介護の給付の伸びが保険料の賦課ベースとなる雇用者報酬の伸びを上回っており、このギャップにより、保険料率は上昇している。若
者・子育て世帯の手取り所得を増やすためにも、歳出改革と賃上げによりこのギャップを縮小し、保険料率の上昇を最大限抑制する。

※28 こども・子育て政策の強化は、国と地方が車の両輪となって取り組んでいくべきであり、「加速化プラン」の地方財源もこの中で併せて確保する。

5

こども未来戦略
～ 次 元 の 異 な る 少 子 化 対 策 の 実 現 の た め の 「 こ ど も 未 来 戦 略 」 の 策 定 に 向 け て 」 ～ （ 抄 ）

令和５年12月22日 閣議決定



② 既定予算の最大限の活用等29については、子ども・子育て拠出金など既定の保険料等財源や、社会保障と税の一体改革における社会保
障充実枠の執行残等30の活用などにより、2028年度までに、全体として1.5兆円程度の確保を図る。

③ 歳出改革については、「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）」における医療・介護制度等の改革32を実現すること
を中心に取り組み、これまでの実績33も踏まえ、2028年度までに、公費節減効果について1.1兆円程度の確保を図る。 歳出改革と賃上げ
によって実質的な社会保険負担軽減の効果34を生じさせ、その範囲内で、2026年度から段階的に2028年度にかけて支援金制度を構築す
ることとし、2028年度に1.0兆円程度35の確保を図る。

④ 2028年度にかけて安定財源を確保するまでの間に財源不足が生じないよう、必要に応じ、つなぎとして、こども・子育て支援特例公債
（こども金庫が発行する特会債36）を発行する37。

⑤ 上記の安定財源とは別に、授業料後払い制度の導入に関して、学生等の納付金により償還が見込まれること等を踏まえHECS債（仮称）
38による資金調達手法を導入する。

○ 上記の基本骨格等に基づき、「加速化プラン」に盛り込まれた施策を実施するために必要な法案とともに、こども金庫の創設及び支援金
制度の導入等に関する法案39を、次期通常国会に提出する。

※29 こども・子育て予算の既定の財源（社会保障と税の一体改革の中で確保した財源、子ども・子育て拠出金や育児休業給付のための雇用保険料など）について予
算の執行状況を踏まえて最大限活用することを始めとして、国・地方の社会保障関係の既定予算の執行の精査等を通じた財源の確保に取り組むこと。

※30 社会保障充実枠の執行状況を踏まえて使途の見直しを行うほか、インボイス制度導入に伴う消費税収相当分も活用する。
※32 「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）」の医療・介護制度等の改革のうち、「＜①来年度（2024年度）に実施する取組＞、＜②「加速化プ

ラン」の実施が完了する2028年度までに実施について検討する取組＞」。
※33 社会保障関係費等の歳出の目安の下での歳出改革により、2013年度から2022年度までの９年間で、こども・子育て関連予算（国・地方を合わせた公費ベー

ス）を年平均0.18兆円程度増加させてきている。
※34 2023・2024年度分は0.33兆円程度(2023年度分0.15兆円及び2024年度分0.17兆円)の見込み（歳出改革による社会保険負担軽減額から医療・介護の制度改正

による追加的な社会保険負担額を差し引いて計算したもの。その際、物価上昇を上回る賃上げの実現に向け、政府が総力を挙げて異例の取組を行う中、こうした取
組により雇用者報酬の増加率が上昇することを通じて生じる社会保険負担軽減効果も踏まえ、医療・介護の現場従事者の賃上げ（一人当たり雇用者報酬の増加率と
見込まれるものの範囲内）に確実に充当される加算措置及び能力に応じた全世代の支え合いの観点から実施する制度改革等による影響額を、上記の追加的な社会保
険負担額から控除して計算）。

※35 平年度ベース。公費負担分（②の既定予算の活用等と③のうち歳出改革による公費節減により確保）を除く。

※36 こども金庫創設前の2024年度は年金特別会計（子ども・子育て支援勘定）の負担で発行し、こども金庫に承継する。
※37 こども・子育て支援特例公債は、こども金庫の歳入から償還する。償還期間は、利払い・償還に係る負担を将来世代に極力先送りしないようにする観点から、

2051年度までとする。
※38 独立行政法人日本学生支援機構において、授業料後払い制度を他の奨学金制度と区分した上で、その財源として財政融資資金から借入れを行う。
※39 概要は別紙参照。
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（別紙）こども・子育て支援特別会計とこども・子育て支援金制度

○ 以下の内容に沿って2024年通常国会への法案提出に向けて、引き続き検討する。
１ こども・子育て支援特別会計
（骨格と見える化）
○ こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるため、新たな特別会計（いわゆる「こども金庫」）として、2025年度から、

こども・子育て支援特別会計（仮称）を設置し、特定の財源を活用して実施する事業を一般会計と区分して経理する。

○ 同特別会計は、子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援に係る事業を経理する「こども・子育て支援勘定」（仮称）と雇用
保険法に基づく育児休業等給付に係る事業を経理する「育児休業等給付勘定」（仮称）に区分する。

○ これにより、こども・子育て政策に関して、予算の一覧性が高まるとともに、給付と拠出の関係がより一層明確化される。

（特別会計における歳入）
○ 同特別会計における歳入は、主に以下のとおりとする。

・ 一般会計からの繰入金
・ 子ども・子育て拠出金
・ 育児休業給付に充てる雇用保険料
・ こども・子育て支援納付金（仮称）（以下「支援納付金」という。）
・ こども・子育て支援特例公債（仮称）の収入
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（特別会計における歳出）
○ 同特別会計における歳出は、主に以下のとおりとする。このうち※については、支援納付金を充当する45。

・ 子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育給付
・ 子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業等
・ 雇用保険法に基づく育児休業給付
・ 出産・子育て応援給付金の制度化（※）
・ 共働き・共育てを推進するための経済支援（両親が共に一定期間以上の育児休業を取得した場合の育児休業給付率の引上げに相当す

る部分、育児時短就業給付（仮称）の創設、自営業者・フリーランス等の育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置としての国民
年金第１号被保険者についての育児期間に係る保険料免除措置の創設）（※）

・ こども誰でも通園制度（仮称）（※）46 

・ 児童手当（※）47

○ なお、支援納付金の収納が満年度化するまでの間、支援納付金を充当する事業に要する費用について、つなぎとしてこども・子育て支
援特例公債を発行する。支援納付金はその償還にも充当できる。

○ あわせて、支援納付金やこども・子育て支援特例公債の収入に係る決算剰余金が、支援納付金を充当する経費以外に使われることのな
いよう、こども・子育て支援勘定に、こども・子育て支援資金（仮称）を設置して分別管理する48。

※45 これまで社会保険料や子ども・子育て拠出金を充当してきた事業を踏まえつつ、「加速化プラン」に基づく制度化等により新設・拡充する制度であって、対象
者に一定の広がりのある制度に充てる。具体的には、まず、これまで比較的支援が手薄だった妊娠・出産期から０～２歳のこどもに係る支援から充当することとし、
事業名及び支援納付金による各事業額に対する充当割合を法定する。

※46 現物給付であり、地域によって提供体制の整備状況が異なることから、類似する現行制度における財源構成も踏まえ公費により一部を負担することとし、支援
納付金1/2・公費1/2（国1/4・都道府県1/8・市町村1/8）とする（2028年度以降の本則ベース）。

※47 「加速化プラン」において全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援としての位置付けを明確化するための拡充を図ることから、現行制度における財源構
成も踏まえつつ、支援納付金を財源の一つとして位置付けることとし、３歳未満被用者については支援納付金3/5・子ども・子育て拠出金2/5、３歳未満非被用者
については支援納付金3/5・公費2/5（国4/15・都道府県1/15・市町村1/15）、３歳以上被用者・非被用者については支援納付金1/3・公費2/3（国4/9・都道府
県1/9・市町村1/9）とする（2028年度以降の本則ベース）。

※48 子ども・子育て拠出金に係る決算剰余金については、拠出金収入の減により歳入が歳出を下回る場合等に備え、年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の積立
金として積み立てられているとともに、育児休業給付に充てる雇用保険料に係る決算剰余金については、将来の育児休業給付費の増大に充てるため、労働保険特別
会計の雇用勘定の育児休業給付資金に組み入れられている。こども・子育て支援特別会計においても、こうした観点から、引き続き積立金及び育児休業給付資金を
設ける。
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（別紙）こども・子育て支援特別会計とこども・子育て支援金制度
２ こども・子育て支援金制度
（骨格）
○ 歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内でこども・子育て支援金制度（仮称）を構築する。
○ これは、少子化対策に充てる費用について、企業を含め社会・経済の参加者全員が連帯し、公平な立場で、広く拠出していく仕組みと

する。
○ こども・子育て支援金（仮称）（以下「支援金」という。）の充当対象事業に係る費用の拠出のため、医療保険者に、支援納付金の納

付をお願いし、医療保険者がその納付に充てる費用として、被保険者等から保険料と合わせて支援金を徴収する。

（支援納付金）
○ 各年度における支援納付金の総額は、支援納付金を充当する事業の所要額が毎年変動するため、毎年末の予算編成過程において、その

見込み額を基に、こども家庭庁が支援金を拠出する立場にある関係者等の意見を聴取しつつ、その年度までに生じた上述の実質的な社会
保険負担軽減の効果の範囲内で決定する。

○ 支援納付金総額に対する医療保険者間での費用負担の分担については、以下のとおりとする。
・ 後期高齢者医療制度とその他の医療保険制度：後期高齢者と現役世代の医療保険料負担に応じて按分（現行の出産育児支援金におけ

る按分と同様）
・ 被用者保険と国民健康保険制度：加入者数に応じて按分（現行の介護納付金、後期高齢者支援金における按分と同様）
・ 被用者保険間：総報酬に応じて按分（現行の介護納付金、後期高齢者支援金における按分と同様）

○ 支援納付金の医療保険者からの徴収に係る事務49については、介護納付金の事務を参考としつつ50、国の事務は社会保険診療報酬支払基
金において実施する。

※49 支援納付金の徴収に当たっての概算及び精算の事務等を指す。
※50 現行、介護納付金の事務が存在しない後期高齢者医療制度については、介護納付金又は出産育児支援金の事務を参考とする。
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（支援金）
○ 医療保険者が被保険者から徴収する支援金については、被用者保険、国民健康保険・後期高齢者医療制度それぞれの各医療保険者の支

援納付金総額に照らし医療保険料の賦課・徴収の方法を踏まえ、医療保険者ごとに設定51する。
○ 国民健康保険及び後期高齢者医療制度においては、低所得者に対する応益分支援金の軽減措置（医療保険と同様の所得階層別の軽減率

（７割、５割、２割））、被保険者の支援金額に一定の限度（賦課上限）を設ける措置等52を設けることとし、詳細は現行の医療保険制
度に準ずる形で実施する53。

○ 上記の措置に加え、国民健康保険における支援金については、本制度が少子化対策に係るものであることに鑑み、こどもがいる世帯の
金額が増えないよう、18歳に達する日以後の最初の３月31日以前までのこどもに係る支援金の均等割額の10割軽減の措置を講じる54。

○ また、国民健康保険及び後期高齢者医療制度における支援金の賦課に当たっては、負担の公平性の観点から、金融所得を勘案すること
について、引き続き検討を行う。

※51 被用者保険については、実務上、国が一律に示すこととする。
※52 国民健康保険における未就学児分の均等割軽減、産前産後期間分の免除、後期高齢者医療制度における、被用者保険の被扶養者であった者に係る均等割軽減

（２年間、５割）及び所得割免除、国民健康保険及び後期高齢者医療制度における条例に基づく減免を可能とする措置等
※53 各措置に対応する公費負担についても、医療保険制度の例を踏まえて対応。
※54 未就学児の５割分は公費負担とし、未就学児の残りの５割分及び６歳以上18歳に達する日以後の最初の３月31日以前のこどもに係る10割分については、対象と

なるこども以外の国民健康保険被保険者の支援金で支えることとする。

（医療保険者に対する財政支援等）
○ 医療保険者への財政支援として、医療保険制度における介護納付金の例を参考に、保険者の支援納付金の納付業務に係る事務費の国庫

負担等、国民健康保険に関する定率負担・補助等の措置を講ずる。また、施行時の措置として、医療保険者における準備金等の必要な経
費について、必要な措置を検討する。

（実施時期等）
○ 支援金制度は、歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減効果を生じさせた範囲内で構築するものであり、また、その徴収

に当たっては、医療保険者や社会保険診療報酬支払基金等における相当程度の準備作業が必要であり、後期高齢者医療制度における保険
料改定作業等も踏まえる必要がある。

○ こうした点を踏まえ、支援金制度は、2026年度から開始して2028年度までに段階的に構築することとする。あわせて、法律において、
支援金制度は上述の実質的な社会保険負担軽減効果の範囲内で構築することや、2028年度までの各年度の支援金総額、歳出改革（全世代
型社会保障制度改革）の推進の基本的考え方など、必要な事項を規定する。 10
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Ⅲ 「加速化プラン」 ～今後３年間の集中的な取組～
Ⅲー３.こども・子育て予算倍増に向けた大枠

○ 「加速化プラン」を実施することにより、こども一人当たりの家族関係支出で見て、我が国のこども・子育て関係予
算（GDP比で11.0％）は、OECDトップ水準のスウェーデン（15.4％）に達する水準（一定の前提を置いて試算する
と16％程度）となり、画期的に前進する。

○ また、「加速化プラン」を実施することにより、国のこども家庭庁予算（2022年度4.7兆円）は約５割増加すると
見込まれる。さらに、育児休業については、新たな男性育休の取得目標の下での職場の意識改革や制度拡充の効果に
より関連予算が倍増していくと見込まれる。

○ こども・子育て政策の充実は、決して、「加速化プラン」で終わるものではない。こども・子育て予算倍増に向け
ては、「加速化プラン」の効果の検証を行いながら、政策の内容・予算を更に検討し、こども家庭庁予算で見て、
2030年代初頭までに、国の予算又はこども一人当たりで見た国の予算の倍増を目指す。今後更に政策の内容の充実を
検討し、内容に応じて、社会全体でどう支えるかあらゆる選択肢を視野に入れて更に検討する。

おわりに
○ 本戦略は、少子化・人口減少のトレンドを反転させるため、これまでとは次元の異なる少子化対策の実現に向けて取

り組むべき政策強化の基本的方向を取りまとめたものであり、今後３年間の集中取組期間において実施すべき「加速化
プラン」の内容を明らかにするとともに、将来的なこども・子育て予算の倍増に向けた大枠を示している。

○ 本戦略に基づくこども・子育て政策の抜本的な強化に向け、少子化の克服に向けた基本的な政策の企画立案・総合調
整をつかさどるこども家庭庁が中心となり、文部科学省や厚生労働省等の関係省庁と連携し、こども・若者や子育て当
事者の視点に立って、こども基本法（令和４年法律第77号）に基づきこども施策の基本的な方針や重要事項等について
定める「こども大綱」の実行と併せて政府を挙げて、取り組んでいく。

○ その際、本戦略に基づく制度や施策の内容、意義、目指す姿を国民一人一人に分かりやすいメッセージで伝えるとと
もに、社会全体でこども・子育て世帯を応援するという気運を高め、社会の意識改革を進めていく国民運動を、経済界
や地方自治体など幅広い関係者の参画と協力を得ながら展開する。
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